令和８年度奄美群島認定ガイド・通訳案内士ホームページ制作業務委託
業務委託仕様書

　本仕様書は、奄美群島広域事務組合（以下、発注者という）が発注する業務に関して、受注者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものである。

１．業務委託名
令和８年度奄美群島認定ガイド・通訳案内士ホームページ制作業務委託

２．業務目的
　　奄美群島は世界自然遺産地域を含む貴重な自然環境や固有の歴史・文化を有しており、その価値を適切に保全しつつ持続的に活用していくことが求められている。
このため、発注者は、関係自治体及び関係機関と連携し、奄美群島認定エコツアーガイド及び奄美群島地域通訳案内士の育成・確保に取組んでおり、来訪者に対する質の高い案内の提供を通じて、自然環境の保全と地域振興の両立を図っている。
本業務では、奄美群島認定エコツアーガイド及び通訳案内士に関する情報や活動内容、奄美群島の自然・文化の魅力等を島内外へ広く発信するホームページを作成することにより、制度の認知度向上、人材確保及び利用促進を図るとともに、持続可能な観光の推進に資することを目的とする。

３．履行期間
　契約締結日から令和９年１月29日（金）限り

４．業務概要
受注者はホームページ全体の企画、構成設計、デザイン作成、サイト構築、公開及び保守・点検並びに検索エンジン最適化（SEO対策）を行う。

５．業務範囲
委託業務の範囲は、次のとおりとする。
（１）「奄美群島認定ガイド・通訳案内士」ホームページの構成設計
（２）トップページ等のデザイン企画・制作
（３）サーバー及びシステム環境の構築
（４）CMSの導入・構築
（５）検索エンジン最適化（SEO対策）の実施
（６）操作マニュアルの作成
（７）既存データの移行作業
（８）口コミ機能の実装
（９）ランキング機能の実装

６．ホームページの基本的事項
（１）閲覧者は島内外の観光客、旅行事業者、ガイド希望者、行政関係者等を想定し、認定ガイド制度や通訳案内士の役割・魅力が直感的に理解できる構成とすること。
（２）写真やビジュアル素材を効果的に活用し、奄美群島の自然やガイド活動の魅力が伝わるデザインとすること。
（３）閲覧者がストレスなく情報に到達できるよう、分かりやすい導線設計とし、原則３クリック以内で目的の情報にアクセスできる構造とすること。
（４）PC・タブレット・スマートフォン等のマルチデバイスに対応すること。
（５）サーバー、ドメイン及びSSL化については受託者が設定すること（ドメインは発注者と協議）。
（６）アクセス解析機能を導入すること（Google Analytics等）。
（７）簡易的な多言語対応（翻訳機能）を導入すること。
（８）専門的知識を要せず、職員が容易に更新できるCMSを導入すること（更新対象は「お知らせ」等）。
（９）掲載するテキスト及び写真は原則として発注者が提供する。
（10）サイト構成（例）は以下のとおりとする。
①トップページ
・奄美群島の自然やガイド活動を表現する写真スライド（複数枚）
・お知らせ（更新情報）
・認定ガイド制度の概要
・ガイド・通訳案内士の紹介ページへの導線
・問い合わせ・利用案内への導線
②主なコンテンツ
・認定ガイド制度について
・認定ガイド一覧（検索・条件絞り込み等を想定）
・通訳案内士の紹介
・ガイド利用の流れ
・研修・認定情報
・お知らせ一覧
③サイト運営に関するページ
・このサイトについて
・利用規約
・プライバシーポリシー
・投稿ガイドライン
・投稿削除依頼
（11）既存データの移行
既存の認定ガイド情報（氏名、所属、対応分野、連絡先等）について、発注者が提供するデータを基に新システムへ移行すること。データ形式の変換や整形についても受託者が対応すること。
（12）口コミ機能
利用者がガイドに対して口コミ投稿を行える機能を実装すること。
投稿内容については、★３以上の口コミは自動承認でホームページに掲載し、★２以下の口コミは管理者による承認制とすること。また、不適切な投稿の防止措置を講じること。
投稿の編集・削除が管理画面から可能であること。
（13）ランキング機能
口コミ評価や投稿数等に基づき、ガイドのランキング表示が可能であること。
並び替え機能（評価順、口コミ数順等）を実装すること。
ランキングの算出ロジックについては発注者と協議の上決定すること。

７．ホームページ制作及び運営管理に係る要件
（１）対応ブラウザ
Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox、Safariの最新版で正常に表示されること。
（２）スマートフォン対応
　　　　レスポンシブデザインとすること。
（３）アクセス解析
Google Analytics等を用いた分析が可能であること。
（４）保守
①セキュリティ対策を十分に講じること。
②適切な認証管理を行うこと。

８．成果品
成果品一式の著作権及び所有権は、正当な手続きにより使用又は借用した第三者のものを除き、発注者に帰属するものとする。
（１）ホームページ一式
　　　本業務に係る資料・制作物等の著作データを発注者に提出すること。
（２）ホームページ制作実施報告書
　　　本業務を踏まえ、業務実績報告書を提出すること。
なお、PDF データのメール納品を含むものとし、提出期限は業務期間内とする。
（３）操作マニュアル
（４）その他指示するもの

９．業務の進め方
（１）受託者は業務着手に先立ち、実施工程について本件担当者と協議・調整すること。
（２）本業務の円滑な進捗を図るため、受託者は随時発注者と協議しながら作業を進める。
（３）本仕様書に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合は、当該紛争の原因が専ら発注者の責めに帰す場合を除き、受託者の責任、負担において一切を処理することとする。この場合、発注者は係る紛争等の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。
（６）受託者は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、あらかじめ発注者の承認を受けた場合は、業務の一部を委託することができるものとする。
（７）本仕様書において明示なき事項は、疑義が生じた場合は、その都度発注者と協議するものとする。その他、本仕様書に記載のない細部については、担当者と協議のうえ、その指示に従うものとする。

１０．再委託について
（１）受託者は、業務の一部を第三者に再委託することができる。その場合は、再委託先の業務内容、再委託先の概要及びその体制と責任者を明記の上、事前に書面にて報告し発注者の承諾を得なければならない。
（２）発注者により再委託が承諾されたときは、受注者は再委託先に対して本業務に係る一切の業務を順守させ、進捗管理及び発注者への報告を適宜行うものとする。

１１．秘密保持・個人情報保護
（１）本業務に関し、受注者が発注者から受領又は閲覧した資料等は、発注者の了解無く公表又は使用してはならない。
（２）受注者は、本業務で知り得た情報を許可なく第三者に開示してはならない。
（３）個人情報を適切に管理・保護するために必要な措置を講じること。

１２．その他
（１）担当職員と連絡を密にして業務に当たること。
（２）本業務の実施に当たって、受注者は進捗状況を適宜報告すること。１カ月に１回程度の頻度でオンラインにより会議を行うことを想定している。
（３）本業務の実施にあたり、第三者の著作物を利用する場合は、当該著作権の許諾を得ること。また、その他の権利に抵触するものについては、受注者の費用をもって処理するものとする。
（６）不足の事態が発生した場合や、事業計画等に重要な変更が生じる場合は、速やかに発注者に報告し、協議を行うこと。
（７）発注者と協議を行う際は、打合簿等による書面での協議のほか、対面やオンラインによる協議の後、議事録を作成するなど、書面により協議内容を残すものとし、成果品として提出する報告書に添付すること。

１３．留意事項
（１）契約や支払いに関する書類など本事業の関係資料を本業務完了の年度の翌年度から起算して５年間保管すること。
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